
【資料２】　審理期間２年を超えたパターン例

起訴 事前準備

第１～６回公判期日

検察官立証

第７～12回公判期日

弁護側証人

第13～17回公判期日

被告人質問

第18，19回
公判期日

論告・弁論

第20回
公判期日

判決

①証拠開示：　起訴後90～110日の間

②事前打合せ：　２回
　　　（起訴後70日，130日）

③期日の予約： 第６回まで

①第７回期日：　起訴後360日（第６回から60日後）

②弁護人側証人尋問開始：　第８回期日（起訴後380日）

③期日変更：　弁護人請求で第８～10回を変更＠第７回

④期日指定：　第11，12回期日指定＠第９回
　　　　　　　　　第13～18回期日指定＠第11回

①論告：　起訴後740日　（第17回から60日後）
　　　　　　80ページ

②弁論：　起訴後780日　（第18回から40日後）
　　　　　　100ページ

③期日指定： ２期日指定＠第19回

①判決：　起訴後850日
　　　　　（第19回から60日後）
　　　　　　90ページ

１　業務上横領事件
　　金融機関代表者である被告人が，部下らと共
謀して，合計100回にわたり，その金融機関の預
金等から合計数千万円を払い戻して横領した。

２　背任事件
(1)　被告人が，共犯者と共謀の上，共犯者経営
の会社に対し，返済能力も十分な担保もないに
もかかわらず，十数億円の不正融資をした。
(2)　被告人は，共犯者と共謀の上，(1)の融資等
の金利返済資金を獲得するための原資として，
共犯者経営の会社に対し，４回にわたり，合計十
数億円の不正融資をした。

１　業務上横領事件
①　弁護側の主張：金融機関のための交際費として払戻したのであり，横領行為で
はない。
②　争点：払戻された金銭の管理方法や使途
③　証拠構造
　　検察官：　共犯者などの部下らの証言で立証
    弁護人：　被告人の供述や他の部下らの証言で反証

２(1)　背任事件
①　弁護側の主張：適正な経営判断に基づいて行ったため任務違背に当たらない
②　争点
　　(a)共犯者経営の会社グループの返済能力，(b)担保の価値，(c)自己図利目的
③　証拠構造
　　検察官：　融資を受けた共犯者や審査部門の職員らの証言で立証
    弁護人：　被告人の供述や他の審査部門職員，顧問弁護士などの証言で反証

事案の概要 争点及び証拠構造

審理経過の概要

１　請求書証
　①　検察官　　甲450　　　　　　　　　　　   　        乙160

　②弁護人　　　弁20

２　取調証人　　10期日　（開廷回数に占める割合　50％）
　①　検察官側
　　　５人（背任３，横領１，双方１）

　②弁護人側
　　　５人（背任４，横領１）

３　被告人質問
　　　５回
　　（開廷回数に占める割合　25％）

証拠調べの概要

①追起訴：　２件
　　起訴後20日と40日

②訴因：　　８個

①第１回公判期日：　起訴から150日後

②弁護人証拠意見：　第２回期日（起訴後170日）

③証拠調べ開始：　　第３回期日（起訴後210日）

④期日の指定：　第７～10回期日指定＠第４回

①第13回公判期日：　起訴後560日（第12回から50日後）

②第14回公判期日の前に，期日外証人尋問を実施

③期日指定：　各１期日指定＠第14，16回

④期日変更：　職権で２期日取消し＠第17回後期日間

100日 200日 300日 400日 500日 600日 700日 800日 850日0日

１　審理期間：　 850日
２　開廷間隔：
　①　全平均：　　　 42日（1.4月）
　②　第１回～判決： 平均37日
　③　検察官立証：　22～42日（平均32日）
　④　弁護側証人：　23～50日（平均31日）
　⑤　被告人質問：　17～47日（平均30日）
３　判決
　　有罪－懲役５年，求刑７年


	Sheet1

